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施設基準の提出につきまして 

平素より大変お世話になっております。  

令和６年度保険改訂におきまして、新規で取得し、6月１日より請

求されるものに対し、提出をお願い致します。 （経過措置のあるも

のもございます） 

１．各施設基準  

関東信越厚生局のホームページに届出の一覧が掲載されております。  

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kih

on_shinryo_r06.html  

２．施設基準チェックリスト 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252733.pdf 

 

A.提出  

i. 令和 6 年 6 月 3 日（月）必着  

ii. 「関東信越厚生局東京事務所」  

〒163-1111  

東京都 新宿区 西新宿 6-22-1  

新宿スクエアタワー 11F 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo_r06.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo_r06.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252733.pdf


新たに創設され、６月以降算定するのに届け出が必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経過措置のあるもの 

 

 

 

今まで（旧）外来環の施設基準を出されていた場合は経過措置がとられ、 

令和７年５月３１日まで（新）外安全、外感染の施設基準を満たしているものと 

みなされます。 

但し外感染２については、経過措置期間中であっても➀～⑥を満たしておらず 

今後算定予定がある場合は届け出が必要になります。 


